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　６月27日、図１のように飲食店等のサービス産
業の受動喫煙にも規制の網をかける東京都条例第
二弾が成立しました（第一弾は本誌６月号参照）。

　東京都福祉保健局のホームページに「東京都受
動喫煙防止条例案について（６月８日公開）」とし
て、「人」を守ることに着目した条例であることが
述べられています（図２）。特に、健康影響を受けや

すい子供、そして、受動喫煙を防ぎにくい立場であ
る飲食店の従業員を守る、とした点が画期的です
（図３）。

　まず、幼保小中高では屋外であっても喫煙場所
を設けてはならない敷地内全面禁煙とした点は進
歩です。私たちの調査では風下25メートルでも粉
じん計で検出できるレベルの受動喫煙が発生する
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ことが分かっていますので、敷地内禁煙は妥当な
決定です。学校の先生や運動会などの行事で保護
者が校門の外で喫煙する姿はまだ見かけますの
で、美唄市条例のように学校周囲の道路の喫煙規
制も含めればなお良かったと思います。それと、
「生徒への禁煙教育」を徹底することが目的であれ
ば、未成年者が多く通う大学と短大も敷地内禁煙
とするべきでした。
　また、「子供を守る」という観点から、喫煙可能な
レストランはもちろん、ファミリーレストラン等
の喫煙席に子供を同伴することも、喫煙室に子供
を連れて入ることも出来なくなります。
　飲食店等の規制ですが、これまで国や都で議論
されてきた「客席面積が100平方メールあるいは

30平方メートル以下を除外」という科学的な根拠
に基づかない規制を設けるのではなく、「店舗面積
にかかわらず従業員がいる飲食店は原則禁煙」と
されたことで喫煙者からも受け入れられやすい
（＝反対しにくい）規制内容になりました。この条
例が成立したことで都内の84％の飲食店が原則
禁煙となります。
　区市町村への支援として屋外の「公衆喫煙所」の
整備費用を補助するのは良いことですが、飲食店
の喫煙専用室の設置費用を補助するのは納得がい
きません（図４＝24ページ参照）。現在、すでに分
煙している店舗がそれを撤去して全面禁煙とする
工事費用を補助するというのであれば分かるので
すが。
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　また、骨子案の段階では加熱式タバコ
も紙巻きタバコと同様に規制の対象だっ
たのですが、成立した条例では「健康影響
が明らかでない」という理由で、飲食店に
専用室をつくれば飲食しながらの使用を
容認し、また、違反についても処分や罰則
は適用しない、という緩い扱いになりま
した（図５）。加熱式タバコには発がん性
物質を含んでいること、周囲の空気を汚
染することは都議会議員を通じて情報提
供していたのですが、最後はいわゆる政
治的判断のようです。

　いくつかの不備な点はあったとしても、国で検
討されている法律案よりも数段厳しい規制になり
ます。首都・東京が変われば、きっと日本が変わり
ます。すでに、千葉市や静岡県でも飲食店等の受動

喫煙規制を強める動きが始まっているようです。
東京都で始まったディーゼル規制が全国の空気を
きれいにしたように、東京都受動喫煙防止条例が
きっかけとなり全国の飲食店の空気がきれいにな
ることに期待します。
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図５．都条例における加熱式タバコの取扱い


